
◆京都府立山城勤労者福祉会館

１　利用料金

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

円 円 円 円 円 円

4,200 4,280 5,200 5,300 6,200 6,320

5,000 5,100 6,300 6,420 7,300 7,440

2,000 2,040 2,400 2,440 2,900 2,950

250 250 250 250 250 250

3,800 3,870 4,500 4,590 5,200 5,300

1,200 1,220 1,400 1,420 1,600 1,630

1,400 1,420 1,600 1,630 1,900 1,930

1,600 1,630 2,000 2,040 2,300 2,340

平日 － －

土曜日、日曜日及び休日 － －

２　２以上の部にわたって引き続き使用する場合の利用料金

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

円 円 円 円 円 円

8,400 8,600 10,200 10,400 14,000 14,300

10,100 10,300 12,200 12,400 16,700 17,000

3,900 4,000 4,700 4,800 6,500 6,600

400 400 400 400 600 600

7,400 7,600 8,700 8,900 12,100 12,300

2,300 2,300 2,700 2,700 3,700 3,800

2,700 2,700 3,100 3,200 4,400 4,400

3,200 3,300 3,800 3,900 5,300 5,400

平日 － － － －

土曜日、日曜日及び休日 － － － －

1時間あたり
610円

1時間あたり
610円

１時間あたり
610円

第１会議室

第２会議室

※上限額→各部の利用料金（設定額）の合計額に１０分の９を乗じて得た額（算定した額が１００円を超える場合
は、１００円未満の端数を切り捨てる。算定した額が１００円を超えない場合は、その額とする。）

テニスコート
（フットサルコート）

テニスコート
（フットサルコート）

利　用　料　金　設　定　表

午前の部 午後の部 夜の部使用時間

体
育
館

全
面
使
用

部分使用

個人使用

平日

土曜日、日曜日及び休日

使用時間

区　　分

第１会議室

個人使用

土曜日、日曜日及び休日

平日

第３会議室

第４会議室

第３会議室

第４会議室

区　　分

午後・夜 午前・午後・夜

第２会議室

部分使用

体
育
館

全
面
使
用

午前・午後

1時間あたり
600円

1時間あたり
600円

1時間あたり
600円




